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１
．
は
じ
め
に

　
全
８
回
の
う
ち
、
２
回
目

に
当
た
る
今
回
は
、
本
年
６

月
に
金
融
庁
が
公
表
し
た

「
経
済
価
値
ベ
ー
ス
の
ソ
ル

ベ
ン
シ
ー
規
制
等
に
関
す
る

有
識
者
会
議
」
報
告
書
に
つ

い
て
の
解
説
を
行
う
。
前
回

述
べ
た
通
り
、
有
識
者
会
議

の
報
告
書
は
提
言
で
あ
っ

て
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
今
後

具
体
的
な
検
討
が
進
む
た

め
、
現
時
点
で
明
確
に
決
ま

っ
た
も
の
は
な
い
が
、
本
年

８
月
に
公
表
さ
れ
た
「
金
融

行
政
方
針
」
に
お
い
て
、

「
経
済
価
値
ベ
ー
ス
の
ソ
ル

ベ
ン
シ
ー
規
制
等
に
つ
い
て

は
、
有
識
者
会
議
報
告
書
に

示
さ
れ
た
方
向
性
・
検
討
ス

ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
念
頭
に
、

（
中
略
）
新
た
な
ソ
ル
ベ
ン

シ
ー
規
制
に
基
づ
く
健
全
性

政
策
へ
の
円
滑
な
移
行
に
向

け
た
準
備
を
着
実
に
進
め

る
」
と
さ
れ
て
お
り
、
今
後

導
入
に
向
け
た
検
討
の
進
展

が
予
想
さ
れ
る
た
め
、
今
回

は
、
論
点
や
方
向
性
に
つ
い

て
解
説
を
行
う
。

２
．
現
行
制
度
の

課
題

　
現
在
、
保
険
会
社
等
に

は
、
健
全
性
規
制
と
し
て
１

９
９
６
年
の
改
正
保
険
業
法

で
導
入
さ
れ
た
「
ソ
ル
ベ
ン

シ
ー
マ
ー
ジ
ン
比
率
規
制
」

（
以
下
、
「
Ｓ
Ｍ
Ｒ
規
制
」

と
い
う
）
が
適
用
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
Ｓ
Ｍ
Ｒ
規
制
の
導

入
か
ら
約
24
年
間
、
短
期
的

な
見
直
し
が
実
施
さ
れ
て
い

る
も
の
の
、
Ｓ
Ｍ
Ｒ
規
制
に

は
、
大
き
く
以
下
の
２
点
の

課
題
が
あ
る
点
が
述
べ
ら
れ

て
い
る
。

　
１
点
目
の
課
題
は
、
「
ロ

ッ
ク
・
イ
ン
方
式
の
負
債
評

価
」
で
、
資
産
が
時
価
評
価

に
よ
り
変
動
し
て
も
負
債
は

固
定
さ
れ
た
ま
ま
と
な
り
、

Ａ
Ｌ
Ｍ
に
よ
る
リ
ス
ク
管
理

を
行
っ
て
も
リ
ス
ク
量
や
マ

ー
ジ
ン
の
十
分
な
評
価
に
つ

な
が
ら
な
い
と
い
っ
た
点
で

あ
る
。

　
２
点
目
の
課
題
は
、
「
リ

ス
ク
フ
ァ
ク
タ
ー
方
式
の
リ

ス
ク
評
価
」
に
よ
る
評
価
で

は
、
資
産
価
値
と
負
債
価
値

の
差
額
（
純
資
産
）
自
体
の

変
動
を
リ
ス
ク
量
と
認
識

し
、
そ
の
変
動
を
適
切
に
管

理
す
る
と
い
う
国
際
的
な
動

向
に
整
合
し
て
い
な
い
と
い

う
点
で
あ
る
。

　
有
識
者
会
議
で
は
、
こ
れ

ら
の
課
題
を
解
消
し
、
保
険

会
社
の
中
長
期
的
な
健
全
性

の
確
保
を
通
じ
て
契
約
者
保

護
を
図
り
つ
つ
、
保
険
会
社

が
持
続
可
能
な
形
で
各
種
の

保
険
ニ
ー
ズ
に
応
え
て
い
く

た
め
の
規
制
・
競
争
環
境
を

整
え
て
い
く
た
め
に
、
経
済

価
値
ベ
ー
ス
に
基
づ
く
ソ
ル

ベ
ン
シ
ー
（
以
下
、
「
Ｅ
Ｓ

Ｒ
」
と
い
う
）
規
制
が
不
可

欠
で
あ
る
点
が
強
調
さ
れ
て

い
る
。

３
．
三
つ
の
柱
に

基
づ
く
検
討

　
有
識
者
会
議
で
は
、
Ｅ
Ｕ

ソ
ル
ベ
ン
シ
ー
Ⅱ
で
用
い
ら

れ
て
い
る
三
つ
の
柱
に
基
づ

き
わ
が
国
に
お
け
る
新
規
制

の
あ
り
方
に
つ
い
て
検
討
が

実
施
さ
れ
た
。
三
つ
の
柱
と

は
、
図
表
に
示
す
そ
れ
ぞ
れ

の
柱
の
相
互
作
用
に
よ
り
、

契
約
者
保
護
と
保
険
会
社
の

持
続
的
な
成
長
を
促
す
も
の

で
あ
る
。

　
第
１
の
柱
「
定
量
的
資
本

要
件
」
：
ソ
ル
ベ
ン
シ
ー
比

率
に
関
す
る
一
定
の
共
通
枠

組
み
を
設
け
、
契
約
者
保
護

の
た
め
の
バ
ッ
ク
ス
ト
ッ
プ

と
し
て
監
督
介
入
の
枠
組
み

を
定
め
る
。

　
第
２
の
柱
「
監
督
機
関
に

よ
る
定
性
的
審
査
」
：
第
１

の
柱
で
は
捉
え
き
れ
な
い
リ

ス
ク
を
捕
捉
し
、
保
険
会
社

の
内
部
管
理
を
検
証
し
、
そ

の
高
度
化
を
促
進
す
る
。

　
第
３
の
柱
「
市
場
規
律
」

：
保
険
会
社
と
外
部
の
ス
テ

ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
と
の
間
の
適

切
な
対
話
を
促
し
、
ひ
い
て

は
保
険
会
社
に
対
す
る
適
正

な
規
律
を
働
か
せ
る
。

　
有
識
者
会
議
に
お
い
て

は
、
健
全
性
を
主
眼
と
し
た

検
討
で
あ
っ
た
た
め
、
報
告

書
の
多
く
が
第
１
の
柱
に
関

す
る
提
言
で
あ
っ
た
。
本
記

事
も
同
様
に
第
１
の
柱
に
つ

い
て
以
降
で
解
説
を
行
う
。

４
．
第
１
の
柱
の

論
点
・
方
向
性

　
第
１
の
柱
で
は
、
大
き
く

「
標
準
モ
デ
ル
」
「
内
部
モ

デ
ル
」
「
保
険
負
債
等
に
関

す
る
妥
当
性
検
証
の
枠
組

み
」
「
Ｅ
Ｓ
Ｒ
に
基
づ
く
監

督
措
置
」
に
つ
い
て
、
論
点

お
よ
び
方
向
性
が
示
さ
れ
て

い
る
。

　
ま
ず
、
標
準
モ
デ
ル
に
つ

い
て
は
、
国
際
的
な
資
本
規

制
で
あ
る
Ｉ
Ｃ
Ｓ
（
国
際
資

本
基
準
）
と
基
本
的
な
構
造

を
共
通
と
し
つ
つ
も
、
国
内

規
制
独
自
の
論
点
を
検
討

し
、
必
要
な
範
囲
で
修
正
を

進
め
る
こ
と
が
提
言
さ
れ
て

い
る
。
こ
れ
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｓ
は

大
手
保
険
会
社
グ
ル
ー
プ
で

あ
る
Ｉ
Ａ
Ｉ
Ｇ
（
国
際
的
に

活
動
す
る
保
険
グ
ル
ー
プ
）

を
対
象
と
し
た
規
制
で
あ
る

た
め
、
わ
が
国
の
リ
ス
ク
を

必
ず
し
も
反
映
し
て
い
な
い

可
能
性
が
あ
る
点
や
単
体
の

保
険
会
社
向
け
で
は
な
い
点

な
ど
が
あ
る
た
め
で
あ
る
。

　
つ
ぎ
に
、
内
部
モ
デ
ル
に

つ
い
て
は
、
審
査
基
準
等
の

み
な
ら
ず
運
用
面
も
含
め
た

実
務
的
な
要
素
が
多
い
た

め
、
標
準
モ
デ
ル
の
内
容
と

の
関
係
も
ふ
ま
え
つ
つ
、
保

険
会
社
と
の
対
話
を
通
じ
て

検
討
を
深
め
る
点
、
そ
の
た

め
の
第
一
歩
と
し
て
、
保
険

会
社
に
よ
る
内
部
モ
デ
ル
の

自
己
評
価
と
金
融
庁
に
よ
る

実
態
把
握
や
論
点
抽
出
を
行

う
点
が
示
さ
れ
て
い
る
。
保

険
会
社
に
お
い
て
は
、
審
査

基
準
・
審
査
プ
ロ
セ
ス
の
論

点
と
し
て
統
計
的
品
質
テ
ス

ト
、
内
部
モ
デ
ル
に
係
る
独

立
し
た
検
証
プ
ロ
セ
ス
、
経

営
に
お
け
る
内
部
モ
デ
ル
の

利
用
（
ユ
ー
ス
テ
ス
ト
）
と

ガ
バ
ナ
ン
ス
等
が
求
め
ら
れ

る
た
め
、
そ
の
準
備
・
態
勢

整
備
が
必
要
に
な
る
で
あ
ろ

う
。

　
さ
ら
に
、
保
険
負
債
等
に

関
す
る
妥
当
性
検
証
の
枠
組

み
に
つ
い
て
は
、
経
済
価
値

ベ
ー
ス
の
保
険
負
債
の
評
価

方
法
は
原
則
ベ
ー
ス
で
定

め
、
一
定
程
度
保
険
会
社
に

よ
る
実
績
・
実
態
を
ふ
ま
え

た
判
断
を
許
容
す
る
点
、
金

融
庁
に
よ
る
監
督
や
外
部
向

け
の
説
明
・
開
示
の
使
用
に

あ
た
っ
て
、
数
値
の
妥
当
性

や
一
定
の
比
較
可
能
性
を
担

保
す
る
た
め
、
何
ら
か
規
律

付
け
を
行
う
点
が
示
さ
れ
て

い
る
。
こ
こ
で
も
留
意
す
べ

き
点
は
、
保
険
会
社
に
お
け

る
実
効
的
な
検
証
態
勢
（
保

険
数
理
機
能
の
あ
り
方
）
で

あ
り
、
検
証
機
能
の
権
限
、

独
立
性
、
リ
ソ
ー
ス
・
適
格

性
や
外
部
検
証
な
ど
、
内
部

モ
デ
ル
同
様
、
準
備
・
態
勢

整
備
に
相
応
の
時
間
が
見
込

ま
れ
る
。

　
最
後
に
Ｅ
Ｓ
Ｒ
に
基
づ
く

監
督
措
置
に
つ
い
て
は
、
早

期
警
戒
制
度
と
整
合
す
る
よ

う
に
、
監
督
介
入
を
開
始
す

る
水
準
で
あ
る
Ｐ
Ｃ
Ｒ
お
よ

び
業
務
停
止
等
の
最
も
強
い

監
督
行
動
を
発
動
し
得
る
水

準
で
あ
る
Ｍ
Ｃ
Ｒ
を
定
め
、

Ｅ
Ｓ
Ｒ
の
水
準
に
従
っ
て
対

応
レ
ベ
ル
を
上
げ
て
い
く
仕

組
み
が
示
さ
れ
て
い
る
。

５
．
第
２
の
柱
、

第
３
の
柱
の
論
点

・
方
向
性

　
第
２
の
柱
に
つ
い
て
は
、

第
１
の
柱
の
導
入
予
定
で
あ

る
２
０
２
５
年
ま
で
に
保
険

会
社
の
内
部
管
理
態
勢
お
よ

び
金
融
庁
の
監
督
態
勢
の
双

方
を
高
度
化
し
、
経
済
価
値

ベ
ー
ス
の
制
度
へ
の
円
滑
な

移
行
を
促
す
こ
と
を
目
的
と

し
て
、
第
１
の
柱
の
導
入
を

待
た
ず
に
早
期
に
取
り
組
み

を
開
始
す
る
点
が
示
さ
れ
て

い
る
。

　
ま
た
、
第
３
の
柱
に
つ
い

て
は
、
第
１
の
柱
の
検
討
を

待
た
な
け
れ
ば
確
定
で
き
な

い
項
目
が
多
く
あ
る
た
め
、

２
０
２
２
年
頃
ま
で
に
基
本

的
な
考
え
方
や
枠
組
み
を
整

理
し
た
う
え
で
、
第
１
の
柱

が
あ
る
程
度
固
ま
っ
た
２
０

２
２
年
以
降
に
よ
り
詳
細
な

開
示
項
目
に
係
る
検
討
を
進

め
る
点
が
示
さ
れ
て
い
る
。

６
．
ま
と
め

　
第
２
回
目
の
今
回
は
有
識

者
会
議
の
概
要
に
つ
い
て
解

説
を
行
っ
た
。
三
つ
の
柱
に

基
づ
く
検
討
を
行
っ
た
結

果
、
諸
外
国
等
に
お
け
る
既

存
の
枠
組
み
を
参
考
に
し
つ

つ
、
わ
が
国
独
自
の
健
全
性

規
制
を
導
入
す
る
に
は
実
態

把
握
や
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー

間
の
意
見
交
換
等
、
相
応
の

準
備
や
態
勢
整
備
の
た
め
の

期
間
が
必
要
で
あ
る
こ
と
が

窺
わ
れ
る
た
め
注
視
が
必
要

で
あ
る
。

　
次
回
は
、
第
１
の
柱
で
あ

る
標
準
モ
デ
ル
の
基
礎
と
な

る
Ｉ
Ｃ
Ｓ
に
つ
い
て
解
説
を

行
う
。

　（
な
お
、
本
稿
内
容
に
つ

い
て
は
20
年
９
月
末
時
点
で

の
調
査
情
報
に
基
づ
い
て
い

る
こ
と
に
ご
留
意
い
た
だ
き

た
い
）

	

（
つ
づ
く
）

◇

【
齋
藤
貴
浩
（
さ
い
と
う
・

た
か
ひ
ろ
）
氏
の
プ
ロ
フ
ィ

ル
】
米
国
公
認
会
計
士
。

　
２
０
１
４
年
Ｋ
Ｐ
Ｍ
Ｇ

（
あ
ず
さ
監
査
法
人
）
入

所
。
大
手
保
険
会
社
の
事
務

企
画
部
・
Ｉ
Ｔ
企
画
部
に
通

算
９
年
間
在
籍
。
あ
ず
さ
監

査
法
人
移
籍
後
は
、
国
内
外

の
保
険
会
社
・
銀
行
・
公
的

金
融
機
関
に
対
し
、
内
部
監

査
・
外
部
検
証
・
統
合
的
リ

ス
ク
管
理
・
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ

ナ
ル
リ
ス
ク
管
理
・
金
融
規

制
等
の
ア
ド
バ
イ
ザ
リ
ー
業

務
を
担
当
。

　【
講
演
な
ど
】
Ｋ
Ｐ
Ｍ
Ｇ

保
険
セ
ミ
ナ
ー
な
ど
。

　【
専
門
分
野
】
内
部
監

査
、
内
部
統
制
、
リ
ス
ク
管

理
、
金
融
規
制
な
ど
。

経
済
価
値
ベ
ー
ス
の
ソ
ル
ベ
ン
シ
ー
規
制

― 

導
入
に
向
け
た
検
討
事
項 

―

三つの柱

●市場整合的評価
●自己資本
●経済的リスク・ベース
の資本要件

　 ▽ 最低資本要件（MCR）
　 ▽ソルベンシー資本要件
　（SCR）

定量的
資本要件

●透明性
●開示
●ソルベンシーおよび
財務状況に関する
報告書（SFCR）

市場規律

●内部統制とリスク管理
●必要な態勢整備
●リスクおよびソルベン
シーの自己評価
（ORSA）
●監督機関による審査
●資本積増し

監督機関による
定性的審査

市場整合的評価
内部モデル検証

資本市場からのさらなる圧力
格付機関からのさらなる圧力

監督機関のための
新たな視点
最大限の調和

第1の柱 第3の柱第2の柱

図表　ＥＵソルベンシーⅡにおける三つの柱

有
限
責
任
あ
ず
さ
監
査
法
人

金
融
事
業
部
シ
ニ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー齋

藤
　
貴
浩

【
第
２
回
】	
有
識
者
会
議
の
概
要




